
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
取
決
め
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
新
旧
対
照
表

目
次

○
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
取
決
め
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
四
号
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

（
略
）

一

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

（
略
）

イ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二

イ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並

三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の
八
十
を

び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上

超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に

を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化
合
物
並

ム
の
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上

を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
の
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ

二

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ

っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ

離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎

た
放
射
線
が
空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の

時
以
下
の
も
の

吸
収
線
量
率
（
以
下
単
に
「
吸
収
線
量
率

」
と
い
う
。
）
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の

も
の
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。)
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三

照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で

（
略
）

三

照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で

（
略
）

あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
る
も
の
（
第
十
号
及
び
第
十

毎
時
を
超
え
る
も
の
（
第
十
号
に
掲
げ
る

一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

四

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

四

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

五

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ

五

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ

っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎

離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎

時
以
下
の
も
の
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も

時
以
下
の
も
の

の
を
除
く
。)

六

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

六

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下

三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
に
規

「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
に
規

定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
（
第
十
号
及
び

定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
（
第
十
号
に
掲

第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七

照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で

（
略
）

七

照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で

（
略
）

あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
る
も
の
（
第
十
号
及
び
第
十

毎
時
を
超
え
る
も
の
（
第
十
号
に
掲
げ
る

一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

八

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

八

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）
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九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照

射
さ
れ
た
同
号
ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ

射
さ
れ
た
同
号
ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ

て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト

て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ

ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ

レ
イ
毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次

レ
イ
毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十

号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

令
第
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規

（
新
設
）

定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
（
核
燃
料
物
質

又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
で
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
封
入
（

圧
縮
し
て
封
入
す
る
場
合
に
限
る
。
）
し

、
又
は
固
型
化
し
た
容
器
に
内
包
さ
れ
る

も
の
に
限
り
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

十
二

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及

（
略
）

十
一

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及

（
略
）

び
ウ
ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然

び
ウ
ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然

の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合

の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合

物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以

物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以

上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ

と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ

ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る

ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る

も
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る

も
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る

。
）

。
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係

４

第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

第
一
項
の
表
第
十
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
第
二

５

第
一
項
の
表
第
十
一
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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